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退
職
者
連
合
は
、
さ
る
7
月
12
日
に
開
催
さ
れ
た
第
２３
回
定
期
総
会
に
お
い
て
決
定

し
た
「
２
０
１
９
年
度
政
策
・
制
度
要
求
」「
低
所
得
高
齢
単
身
女
性
問
題
に
関
す
る
要
求
」

の
対
関
係
省
庁
・
政
党
へ
の
要
請
行
動
を
開
始
し
ま
し
た
。
7
月
23
日
に
厚
生
労
働
省（
労

使
関
係
担
当
）、
24
日
に
内
閣
府
（
男
女
共
同
参
画
局
）
に
要
求
書
を
そ
れ
ぞ
れ
手
交
し
、

そ
の
後
回
答
を
い
た
だ
き
、
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。 

厚
労
省
（
総
括
審
議
官
）、
国
土
交
通
省
お
よ
び
政
党
へ
の
要
請
行
動
に
つ
い
て
は
次
号

で
報
告
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
回
答
は
退
職
者
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。 

7
月
23
日
（
月
）、
厚
生
労
働
省
第
5
会
議
室
に
お
い
て
、
厚
生

労
働
省
政
策
統
括
官
付
労
使
関
係
担
当
参
事
官
室
辻
政
司
調
査
官
に

要
請
書
を
手
交
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
社
会
保
障
関
係
部
局
実
務
担

当
官
と
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。 

冒
頭
、
人
見
会
長
か
ら
「
7
月
12
日
に
開
催
し
た
第
23
回
定
期 

要請には、宮園哲郎副会長、野口敞也副会長、人見一夫会

長、北村典子副会長、野田那智子事務局長（手前から）が

参加しました（撮影 大内孝子退連職員） 
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対関係省庁・政党要請 第 1弾 

厚労省・内閣府に政策・制度要求を提出 

労使関係担当参事官室辻政司調査官に退職者連合

人見一夫会長から要請書を手交 

対
厚
生
労
働
省
要
請
行
動
（
7
・
23
） 

総
会
に
お
い
て
、
２
０
１
９
年
度
政
策
・
制
度
要
求

を
決
定
し
た
。
高
齢
者
の
生
活
安
定
を
は
か
る
と
と

も
に
、
社
会
保
障
制
度
の
機
能
充
実
に
向
け
た
取
り

組
み
を
お
願
い
し
た
い
」
と
挨
拶
を
お
こ
な
い
ま
し

た
。
要
求
項
目
は
、
社
会
保
障
制
度
の
機
能
の
充
実
、

年
金
制
度
、
地
域
包
括
ケ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確

立
、
医
療
制
度
、
介
護
保
険
制
度
な
ど
27
項
目
に

わ
た
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 

（
2
面
に
続
く
） 

 

年
金
制
度
に
つ
い
て
実
務
担
当
官
か
ら
、「
将
来 

(

２
面
に
続
く) 

対
厚
生
労
働
省
要
請
行
動
（
7
・
23
） 
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7
月
24
日
（
水
）
10
時
半
～
11
時
半
、

男
女
平
等
参
画
推
進
委
員
会
竹
田
委
員

長
、
野
田
事
務
局
長
、
高
見
委
員
、
内
山

委
員
、
本
村
委
員
、
高
柳
部
長
で
内
閣
府

男
女
共
同
参
画
局
へ
要
請
行
動
を
行
い
ま

し
た
。 

始
め
に
竹
田
委
員
長
よ
り
「
低
所
得
高

齢
単
身
女
性
に
関
す
る
政
策
・
制
度
要
求
」

書
を
男
女
共
同
参
画
局
池
永
肇
恵
局
長
に

手
交
し
、
要
請
主
旨
を
説
明
し
ま
し
た
。 

野
田
事
務
局
長
か
ら
「
女
性
活
躍
推
進

法
が
で
き
て
も
、
医
科
大
学
の
入
試
で
の

女
性
差
別
や
財
務
省
で
の
去
年
の
セ
ク
ハ

ラ
な
ど
問
題
が
浮
上
し
て
い
る
。
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
は
人
権
問
題
な
の
で
ILO
条
約
批

准
に
む
け
た
と
り
く
み
を
お
願
い
し
た
い
。 

非
正
規
の
65
％
が
女
性
で
あ
り
、
ま
だ
分

厚
い
ガ
ラ
ス
の
天
井
が
あ
る
。
こ
の
現
実

が
、
低
所
得
高
齢
単
身
女
性
の
抱
え
る
問
題

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。」
と
、
さ
ら
に
委
員

か
ら
は
、「
か
つ
て
Ｍ
型
雇
用
で
早
期
退
職

し
た
女
性
た
ち
が
今
高
齢
に
な
り
、
貧
困
な

ど
困
難
な
実
態
に
あ
る
。
退
職
理
由
の
中
に

セ
ク
ハ
ラ
も
あ
る
。
女
性
の
雇
用
の
継
続
と

安
定
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
政

策
決
定
の
場
へ
の
女
性
の
参
画
も
進
ま
な

い
。」「
ILO
条
約
批
准
に
向
け
て
ぜ
ひ
リ
ー

ダ
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
ほ
し
い
。」「
40
代
前

半
か
ら
の
人
た
ち
は
、
就
職
氷
河
期
で
非
正

規
が
多
い
。
こ
の
世
代
が
高
齢
に
な
る
20

～ 

～
30
年
後
は
女
性
の
貧
困
状
態
が
増
え
て

い
く
だ
ろ
う
。
非
正
規
を
正
規
に
し
て
い
く

こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
。」な
ど
と
意
見
を
述

べ
ま
し
た
。 

 

池
永
局
長
か
ら
は
「
低
所
得
高
齢
単
身
女

性
の
問
題
は
雇
用
の
継
続
、
非
正
規
、
役
割

分
業
な
ど
、
根
本
的
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
課
題
が
あ
る
。
同
時
に
今
困
窮
し
て

い
る
人
へ
の
対
処
療
法
は
必
要
で
あ
る
。
未

婚
の
ひ
と
り
親
に
寡
婦
控
除
が
適
用
さ
れ
な

い
件
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
と
い
う
面
か

ら
も
、
更
に
な
る
税
制
対
応
を
検
討
す
る
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
昔
か
ら
女
性
が
我
慢
し

て
き
た
。女
性
が
声
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
り
、

国
際
的
な
流
れ
で
も
あ
る
。
内
閣
府
は
『
セ

ク
ハ
ラ
を
許
さ
な
い
』
ポ
ス
タ
ー
な
ど
啓
発

に
努
め
て
い
る
。」な
ど
と
回
答
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

 

男
女
共
同
参
画
局
長
池
永
肇
恵
局
長
（
右
か
ら
３

人
目
）
男
女
共
同
参
画
局
調
査
課
黒
木
理
恵
課
長

（
右
か
ら
４
人
目
）
に
要
請
書
を
手
交 

（
撮
影 

高
柳
部
長
） 

対
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
要
請
行
動
（
7
・
24
） 

当
日
は
厚
労
省
の
年
金
、
医
療
、
介
護
な
ど

関
係
局
の
実
務
担
当
官
33
人
に
出
席
い
た
だ

き
、
要
求
内
容
の
各
項
目
に
わ
た
っ
て
意
見
交

換
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。 

年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、「
将
来
世
代
の
年
金

水
準
を
確
保
す
る
た
め
、
２
０
１
６
年
成
立
し

た
年
金
改
革
法
で
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
見

直
し
を
し
た
と
こ
ろ
で
す
。」
と
経
過
の
説
明
が 

あ
り
、「
今
後
の
対
応
と
し
て
は
、
財
政
検
証

の
結
果
や
、
政
府
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
、

未
来
投
資
会
議
等
で
も
検
討
課
題
と
し
て
い

る
、
年
金
受
給
開
始
年
齢
選
択
幅
の
拡
大
や
、

在
職
老
齢
年
金
の
見
直
し
等
を
社
会
保
障
審

議
会
年
金
部
会
で
議
論
し
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。」
な
ど
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

局
長
室
に
は
「
セ
ク
ハ
ラ
防
止
」「
上
場
企
業
の
役

員
に
占
め
る
役
員
の
割
合
を
2・8
％
（
H

27
）
か

ら
10
％
（
R1
）
に
」
の
ポ
ス
タ
ー
が
掲
示
さ
れ

て
い
ま
し
た 

 


